
「総合消費料金」の訴訟に関する 

架空請求ハガキに注意！
このようなハガキが届いたら注意してください！ 

これは架空請求です！！（ハガキ例） 

★疑問や不安を感じたら、消費生活センターに相談を ！！ 

消費生活総合センター  ０４８－６４５－３４２１ 
浦和消費生活センター  ０４８－８７１－０１６４ 
岩槻消費生活センター  ０４８－７４９－６１９１ 
ホームページ さいたま市消費生活総合センター 検索 

問合せ：さいたま市消費生活総合センター相談支援係 TEL:０４８－６４３－２２３９ FAX：０４８－６４３－２２４７

意味不明な料金

極端に近い期日で

焦らせる

存在しない

他に『民事訴訟管理セン

ター』や『訴訟管理事務

局センター』もあり

このハガキが届いても
決して電話をかけないでください！

脅し文句

さいたま市消費生活総合センターからのお知らせ 


